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平成10年 6 月に改正された建築基準法の一部が11年

5 月 1 日から施行され，防火規制の関係では準防火地

域内の木造 3 階建て共同住宅が建築可能となりました。

しかし，耐火構造，不燃材料等に？ヤ、て，仕様規定が

中心 となっている基準を性能規定に改めることや，大

規模木造 ドームや耐火被覆の軽減を可能とする耐火設

計法の導入などは，検討段階にあります。最終的を規

定は，11年度末までとされている政令，告示の公布を

待たなければなりませんが，ここでは現在検討されて

いる内容について，いくつかの資料からピックアップ

してみました。なお，これらは今後修正されることも

あり得 るのでご留意 ください。

①性能評価法の導入

耐火建築物と3，000 rげ以上の大規模木造を禁止する

現行規定について，通常の火災により倒壊・延焼しな

現行規定

防火材料の分類

耐火構造に要求される耐火性能

耐火建築物以外の防耐火性能

屋根の延焼防止措置

軒裏，開口部の延焼防止措置
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いことを検証する「構造耐火性能評価法」が，また避

難・排煙・ 内装制限に関する現行規定については，通

常の火災により避難上支障のないことを検証する「避

難安全性能評価法」の導入が検討されています。

②試験方法の合理化，国際化

防火材料の試験法や耐火試験法をI S O をベースに

したものに置き換えたり，これまで仕様（もの）規定

しかなかった部分に新たな試験法を導入するもので，

図のような改正が検討されています。例えば，防火材

料の性能試験方法としては，ISO l182（不燃性試験），

I SO 5660（コーンカロリー計試験），ISO 9705（ルーム

コーナー試験），改訂模型箱試験（ I S O 提案中）が，

耐火試験方法としては，ISO 834による載荷加熱試験

が考えられています。また，防火材料は防火構造など

の外装材として使用される構造用材料と内装仕上げ用

材料などに区分することが検討されています。

参考 ：火災，49巻 1号，1999年

ビルディングレター，1999年 1 月号

日本建築学会シンポジウム，建築基準法防火規

定の改正について，1999年 3 月，東京

（ 林産試験場 防火性能科）

改正後の規定

要求性能に応 じて再分類 （構造用，内装

用，外装用…）

試験方法の合理化（IS O 化）

耐火試験の I S O 整合化（ISO 834）

間仕切壁の耐火性能を耐力・非耐力で分

類

階段の耐火試験法の新設

・ 要求性能に対応する試験法の整備

・ 試験方法等を合理化

図防火試験法の合理化，国際化

（ 出典 ：火災，49巻 1号， 8（1999））

ー5 －


